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松原社保協坂本会長より訴え届く。大阪社保協に参加さ

れている全てのみなさん、松原市に抗議行動を！！ 
 すでに fax 通信 1046 号(８月２日付)でもお知らせしているように、松原市が大阪社保協自治体キャ

ラバン行動及び松原社保協との懇談を拒否しています。本日、松原社保協・坂本会長より訴えがとどき

ましたので以下掲載します。お読みになった全ての方にお願いします。メールや fax などで抗議をお願

いします。さらに転送・拡散していただき、広げていただきますようお願いいたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

大阪社保協に参加されているすべての皆様へ 
松原社保協会長 坂本悦子 

松原市が大阪社保協のキャラバン及び松原社保協の懇談を拒否しています。 

毎年大阪社保協のキャラバンの懇談・松原社保協の交渉を通じ、松原市との協力関係を維持して来ま

した。 

しかし、今年度松原市は大阪社保協・松原社保協等団体とは会わない「要望書」への回答は文書で充

分、会って話をする必要はないと言う態度をとっています。 

市民の声を真摯に聞き市政に反映させるのが、地方自治体の大きな役割です。今の松原市は市民の

声を無視し、独裁的な市政運営を行おうとしているように思えます。 

松原社保協としてこの間、国保の集団減免申請及び国保・介護の行政不服審査請求運動を、市への抗

議行動の一環として取り組んでいます。 

松原市の態度が将来他の社保協の運動に、大きな悪影響が出るのではと危機感を持っています。 

松原市に抗議・要請の電話、ＦＡＸ、メールをお願いします。 

地域社保協・個人の方、是非松原市の市政に強く抗議してくださるようご協力をお願いいたします。  

この間の経過は大阪社保協ＦＡＸ通信でご存じいただいているとおもいます。 

 

＊6 月 6 日大阪社保協より「2013 年度自治体キャラバン行動要望書」を送付 

その後再三催促するも、やっと 6 月 27 日「文書回答のみ、懇談は受け付けない」と回答 

＊松原社保協でも 2 月 8 日に「社会保障の充実を求める要望書」を提出し、再三回答を請求 5 月に「文書

回答のみ、交渉は受付ない」と回答 

＊7 月 10 日大阪社保協・寺内事務局長、松原社保協 3 名松原市長宛て何故懇談を拒否するのか「質問

書」を提出、文書回答を求めましたがいまだ回答はありません。      

＊7 月 30 日再度懇談申入れを行ったが拒否 

松原市が懇談を行わないとしている理由 

①文書回答をしている  ②団体との懇談は場所と時間がない  ③市民の意見は個人で聞く、団体とは

会わない ④担当課として懇談を持たないと決めた 

松原市への抗議・要請の送付先    
松原市市長政策室 電話 072－334-1550   ＦＡＸ 072－337-3004 

メール hisho@city.matsubara.osaka.jp 
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ケアマネ・ヘルパー・ケースワーカーと地域の相談員のための 

ステップアップ連続講座 
 アベノミクスで景気が良くなっている・・・という報道があったとしても、見渡すと、私たちの

周りでは生活困難者がとても増えているというのが実感です。 

 大阪社保協では、そうした生活相談・介護相談・滞納相談などに対してきっちりと援助できる人

を地域に沢山作っていくことを重要視しています。 

 そのために、「ステップアップ連続講座」を毎月１回企画していくこととしました。講師は専門

家の方々です。誰でも、いつからでも、どの講座でも受講ができますのでぜひ積極的に参加し、力

をつけていきましょう。当面、９月１０月の講座をご案内します。 

 

★第 1 講座  9 月 14 日（土）午後１時半～４時半 

法律講座①成年後見制度のあらましと手続き、大阪弁護士会ひまわりの活用／法テラス 

              講師：愛須勝也弁護士(京橋共同法律事務所) 

 

★第 2 講座  10 月 12 日（土）午後１時半～４時半 
法律講座②借金・滞納問題の解決と法テラスの利用 

         講師：楠晋一弁護士(京橋共同法律事務所) 

 

※１１月はお休みし、その後、12 月 14 日（土）、1 月 18 日（土）、2 月 8 日（土）で、以下の内容につい

て講師要請中です。決まり次第引き続きお知らせします。 

□アルコール依存症、うつ、精神疾患へのケア  □生活保護問題   

□障害者サービス・65 歳問題  □高齢者の住まい問題  □介護保険ローカルール問題 

 

◆会場  いずれの講座も国労会館２階小会議室です。最寄りの駅は JR 天満駅、地下鉄扇町駅 

       大阪市北区錦町 2-2 Tel 06-6354-0661   

◆定員  ４０人(先着順 お断りをする場合のみ fax で連絡します) 

◆参加費・資料代 1 講座 1000 円(よりよい介護をめざすケアマネ・ヘルパー会員は半額) 
◆資料印刷の関係上必ず事前申込をしてください。 

◆主催  大阪社保協／よりよい介護をめざすケアマネ・ヘルパーの会 

  問い合わせ・申込先  Tel 06-6354-8662 fax06-6357-0846 osakasha＠poppy.ocn.ne.jp 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ケアマネ・ヘルパー・ケースワーカーと地域の相談者のためのステップアップ連続講座に参加します 

 ふりがな 

□氏名                   □職種    

□ 団体・職場名 

□連絡先  Tel               fax 

 

□第１講座に参加    □第２講座に参加  (必ずチェックをいれてください) 

 

□よりよい介護をめざすケアマネジャーの会  会員・非会員 

 


